
報道発表資料 

東京消防庁 Tokyo Fire Department 

 

平成２５年２月７日 

 

消防団用可搬ポンプ積載車の寄附受領について 

 

 東京消防庁では、消防団の機動力の向上及び消防団活動体制の充実強化とともに、

消防団員の士気高揚及び消防団活動の活性化を図るために、特別区消防団に可搬ポ

ンプ積載車の整備を進めているところですが、このたび、一般社団法人日本損害保

険協会から当該車両（可搬ポンプ付き）の寄附の申出があり、受領式及び車両展示

を行います。 

 

１ 日 時 

平成２５年３月６日（水）１４時００分から 

２ 場 所 

東京消防庁本部庁舎 ８階及び１階気象庁側敷地内 

東京都千代田区大手町一丁目３番５号 

３ 寄贈物品 

特別区消防団用可搬ポンプ積載車（可搬ポンプ付き） ２台 

（配置先：千住、江戸川消防団） 

４ 寄附申込者 

一般社団法人 日本損害保険協会 会長 柄澤
からさわ

 康喜
やすよし

 

東京都千代田区神田淡路町二丁目９番 

５ 受領者 

東京消防庁 次長 大江
お お え

 秀
ひで

敏
とし

 

６ 次第 

⑴ １４時００分 寄附受領式（８階 応接室） 

⑵ １４時２０分 記念撮影（１階 気象庁側敷地内） 

７ 可搬ポンプ積載車整備計画等 

⑴ 整備計画 

ア 震災時の消火活動困難度を考慮 

イ 可搬ポンプ積載車の配置状況を考慮 

⑵ 整備台数 １７６台（平成２５年３月６日現在） 

損害保険協会からの寄附台数 

４１台（平成１４年度から平成２４年度まで） 

８ 可搬ポンプ積載車配置のメリット 

⑴ 機動力の向上 

 



⑵ 労力の軽減 

⑶ 迅速化による消防団活動体制の強化 

⑷ 消防団員の士気の高揚と消防団の活性化 

９ その他 

⑴ 取材をされる方は、１４時２０分までに本部庁舎１階ロビーにお集まりくだ

さい。 

⑵ 現場では当庁係員の指示に従ってください。 

⑶ 取材時は、自社腕章を必ず着用してください。 

⑷ 寄附受領式（８階 応接室）での取材・撮影は実施しませんのでご了承くだ

さい。 

 

 

 

 

問合せ先 

東 京 消 防 庁(代)３２１２－２１１１ 

消防団課装備係(内)４１６２・４１６５ 

広 報 課 報 道 係(内)２３４５～２３５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


